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第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市実行委員会 第１回常任委員会 次第 

 

 

日時：令和８年２月１３日(金) 午後１時３０分～ 

場所：岡谷市役所６階６０５会議室 

 

１．開   会 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．説明事項 

  第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

  岡谷市実行委員会常任委員会について 

            

４．議   事 

  第１号議案 

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市開催推進総合計画(案)について 

 

  第２号議案 

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市実行委員会専門委員会規則(案)について 

 

第３号議案 

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市実行委員会専門委員会構成(案)について 

 

５．そ の 他 

 

 

６．閉   会 
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第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会
岡谷市実行員会　常任委員会名簿

【会　　長】　１名 (順不同・敬称略）

選出区分 機関・所属団体名 役職 氏名

市関係 岡谷市 市長 早出　一真

【副 会 長】　４名

選出区分 機関・所属団体名 役職 氏名

市関係 岡谷市 副市長 藤澤　　正

市関係 岡谷市教育委員会 教育長 宮坂　　享

市議会関係 岡谷市議会 議長 吉田　　浩

ｽﾎﾟｰﾂ関係 （公財）岡谷市スポーツ協会 会長 武井　富美男

【常任委員】３２名

選出区分 機関・所属団体名 役職 氏名

市議会関係 岡谷市議会 副議長 山崎　　仁

市議会関係 岡谷市議会 総務委員長 中島　秀明

市議会関係 岡谷市議会 社会委員長 早出　すみ子

市議会関係 岡谷市議会 産業建設委員長 藤森　　弘

行政関係 岡谷警察署 署長 太田　和德

ｽﾎﾟｰﾂ・競技関係 岡谷市スポーツ推進委員会 委員長 田中　仁之

ｽﾎﾟｰﾂ・競技関係 長野県卓球連盟 会長 今井　竜五

ｽﾎﾟｰﾂ・競技関係 長野県アイスホッケー連盟 会長 中村　　愼

ｽﾎﾟｰﾂ・競技関係 長野県綱引連盟 会長 竹内　重雄

ｽﾎﾟｰﾂ・競技関係 （公財）長野県障がい者スポーツ協会 理事長 奥原　明男

教育・学校関係 長野県岡谷東高等学校 校長 倉坪　崇之

教育・学校関係 岡谷市小中学校校長会 会長 守屋　　守

教育・学校関係 長野県高等学校体育連盟　卓球専門部 部長 橋詰　正克

産業・経済関係 岡谷商工会議所 会頭 小宮山英利

産業・経済関係 ＪＡ信州諏訪 代表理事組合長 小平　　淳

宿泊・観光関係 岡谷市観光協会 会長 薩摩　　建

輸送・交通関係 諏訪地区タクシー事業協同組合 理事長 山谷　恭博

輸送・交通関係 長野県バス協会（南信：伊那バス(株)） 南信地区担当 畑　　政城

保健・医療・福祉関係 （一社）岡谷市医師会 会長 野村　忠利

社会・市民団体関係 岡谷市社会福祉協議会 会長 小口　明則

社会・市民団体関係 岡谷市区長会 会長 横内　由和

市関係 岡谷市企画政策部 部長 岡本　典幸

市関係 岡谷市総務部 部長 帯川　豊博

市関係 岡谷市市民環境部 部長 城田　　守

市関係 岡谷市健康福祉部 部長 小口　邦子

市関係 岡谷市産業振興部 部長 木下　　稔

市関係 岡谷市建設水道部 部長 仲田　健二

市関係 岡谷市建設水道部 技監 宮本　秀幸

市関係 岡谷市民病院 事務部長 名取　　浩

市関係 岡谷市議会事務局 局長 伊藤　　恵

市関係 岡谷市教育部 部長 白上　　淳

市関係 岡谷市教育部 参事 両角　秀孝
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第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市実行員会常任委員会について 

 

◆岡谷市実行委員会会則より抜粋 

 

（常任委員会） 

第１１条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 常任委員会の委員長は会長をもって充てる。 

３ 常任委員会は、必要に応じ会長が招集し、委員会の議長は会長が行う。 

４ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 (1) 総会から委任された事項に関すること。 

 (2) 専門委員会の設置並びに専門委員会への委任及び付託に関すること。 

 (3) 総会を招集する時間的余裕がない緊急な事項に関すること。 

 (4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

５ 前条第４項及び第５項の規定は、常任委員会において準用する。 

 

※参考 

第１０条 

４ 総会は委員の過半数の出席がなければ議決することができない。ただし、総会に出席できない

委員は、あらかじめ通知された事項について、議長に権限を委任し、委任状の提出をもって議決に

加わることができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。 

５ 総会の議事は、出席委員（委任状を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
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第１号議案 

 

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市開催推進総合計画（案） 

 

 

１ 趣  旨 

  第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会「信州やまなみ国スポ・全障スポ」

（以下「本大会」という。）の成功に向け、市民や関係団体が連携し、本市の総力を結集して開催

に臨み、本市が目指す将来都市像「人結び 夢と希望を紡ぐ たくましいまち岡谷」につながる大

会を目指し、岡谷市開催基本方針に沿った開催推進総合計画を定めるものとする。 

 

 

２ 推進方針 

（１）総務企画 

   長野県、各競技団体及びその他関係団体と連携のもと、円滑な大会運営を行うため、総合的な

計画の立案と施策の推進を図る。 

（２）財務 

   創意工夫を凝らした魅力ある大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。 

（３）広報 

   本大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に展開すると

ともに、歴史、文化、自然、食といった本市の魅力を全国に発信する。 

（４）市民協働 

   市民が「する」、「みる」、「ささえる」といった、それぞれの立場で大会に関わり一丸とな

って大会を盛り上げることにより、生涯スポーツの推進と地域の活性化につなげる。 

（５）歓迎、おもてなし 

   全国から訪れる選手、役員や観戦者の方々を温かくお迎えし、本市の歴史、文化、自然、食と

いった地域の魅力を提供し、再び訪れていただけるよう心のこもったおもてなしを提供する。 

（６）競技 

   競技用具の計画的な整備を行い、各競技団体等と連携し円滑な運営を図るとともに、国内最高

レベルの競技会として、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供する。 

（７）式典 

   創意工夫により、簡素、効率化を図りつつ、温かみのある式典とする。 

（８）施設 

   国民スポーツ大会開催基準要項に規定する施設基準に基づき既存施設の有効活用を図るととも

に、大会終了後の市民利用等に配慮した施設整備に努める。 

（９）宿泊 

   選手、監督及び本大会関係者の宿泊調整を行い、安全で快適な宿舎の確保を図る。 
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（10）医事・衛生 

   大会に携わるすべての方々の健康と安全を確保し、快適な環境のもとで大会を開催するための

医事、衛生体制の確立を図る。 

（11）輸送・交通 

   本市の交通事情を勘案した安全かつ効率的な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関

の利用を促進するなど交通混雑の緩和及び環境に配慮した輸送、交通体制の確立を図る。 

（12）警備・消防 

   競技会場や大会関係施設における治安の確保、災害の防止及び非常時における緊急対策に万全

を期すため警察や消防、その他関係機関と連携し、警備・消防体制の確立を図る。 

 

 

３ 年次計画 

  第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会開催推進総合年次計画（年度別業

務一覧）は別紙のとおりとする。 

 

 

令和８年２月１３日 
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第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会岡谷市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）（案）
【第１号議案　別表】

総
務

企
画

財
務

広
報

市
民

運
動

観
光

も
て
な
し

競
技

式
典

施
設

宿
泊

医
事

衛
生

輸
送

交
通

警
備

消
防

輸
送
警
備

主要行事

準備組織

共通事項

総
務
企
画

競
技
式
典

宿
泊
衛
生

　  時期

 項目

令和７年度（２０２５年度）
３年前

令和８年度（２０２６年度）
２年前

令和９年度（２０２７年度）
１年前

令和１０年度（２０２８年度）
開催年

開催県 滋　賀　県 青　森　県 宮　崎　県 長　野　県

国スポ・全障スポの長野県開催／国スポ会期正式決定

【実行委員会設立】 岡谷市実行委員会総会開催

庁内推進本部設置

観光おもてなし基本計画策定

ﾘﾊｰｻﾙ大会実施本部設置 本大会実施本部設置

リハ大会実施本部運営マニュアル作成 本大会実施本部運営マニュアル作成

県実行員会との連絡調整
開催推進総合計画策定・進捗管理

輸送交通基本計画策定

警備消防基本計画策定

医事衛生基本計画策定

配宿基本計画策定

施設整備基本計画策定

式典基本計画策定

競技運営基本計画策定

市民運動基本計画策定

広報基本計画策定

協賛取扱要項策定

競技役員等の編成調整

リハ大会開催基本計画策定

医療救護対策要綱策定

感染症(防疫)対策要綱策定

食品衛生対策要綱策定

環境衛生対策要綱策定

駐車場等確保

競技用具等整備計画策定

競技会場設営実施設計業務仕様書作成

識別用品整備要項策定

遺失物・拾得物取扱要項策定

保険加入要項策定

弁当調達要項策定

大会報告書編成方針決定

休憩所等設置要項策定

売店設置運営要項策定

歓迎装飾実施要項策定

競技用具の調達検討

リハ大会実施要項策定 リハ大会プログラム作成・配布

競技運営員・大会運営員の編成検討

競技用具整備

協賛の推進

リハ大会識別用品整備 本大会識別用品整備

リハ大会遺失物・拾得物取扱実施 本大会遺失物・拾得物取扱実施

リハ大会保険加入 本大会保険加入

ホームページ開設・運用
大会報告書作成

ボランティア募集要項策定 本大会ボランティア業務計画策定 ボランティア募集開始 本大会ボランティア研修会・配置

リハ大会休憩所設置

リハ大会売店設置

本大会休憩所設置

本大会売店設置

本大会歓迎装飾実施

練習会場協力依頼

式典実施要項策定

卓球ﾘﾊ会場／ｱｲｽﾎｯｹｰ本会場設営業務競技会場設営業務実施設計

本大会配宿実施

東体育館改修工事 やまびこアイスアリーナ改修工事

本大会弁当調達

配宿要項策定

医療救護対策実施要領策定 本大会救護所設置計画策定

医療救護対策実施要領策定感染症(防疫)対策実施要領策定

食品衛生対策実施要領策定

環境衛生対策実施要領策定

リハ大会救護所設置計画策定 リハ大会救護所設置

本大会救護所設置

廃棄物処理計画策定

国

ス

ポ
・
全

障

ス

ポ

本

大

会

開

催

本大会廃棄物処理実施

輸送業務実施要領策定

警備消防業務実施要領策定 リハ大会警備消防計画策定 本大会警備消防計画策定

大会開催経費調査検討 リハ大会開催経費調査 本大会開催経費調査

総合案内所設置要項策定 本大会総合案内所開設

リハ大会歓迎装飾実施

専門委員会開催岡谷市実行委員会常任委員会開催

ト

ラ

イ

ア

ス

ロ

ン

競

技
・
卓

球

競

技

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会

開

催

冬

季

ア

イ

ス

ホ

ッ

ケ

ー

競

技

本

大

会

開

催

本大会廃棄物処理実施リハ大会廃棄物処理実施
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第２号議案 

 

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会 

岡谷市実行委員会専門委員会規則（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規定は、第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会岡谷市実行委員

会会則第１２条第３項の規定に基づき、第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ

大会岡谷市実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（名称等） 

第２条 専門委員会の名称及び第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会岡谷市

実行員会からの付託又は委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

 (1) 委員長 １名 

 (2) 副委員長 若干名 

 （役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害

者スポーツ大会岡谷市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員長が

指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は委員長が招集し、委員会の議長は委員長が行う。 

２ 専門委員会は専門委員の過半数の出席がなければ議決することができない。ただし、総会に出席

できない専門委員は、あらかじめ通知された事項について、議長に権限を委任し、委任状の提出を

もって議決に加わることができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（委任状を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要に応じて専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 （専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的事項につ

いて調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会において準用する。この場合において、これらの条文

中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「専門委員」

とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 
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（委任） 

第８条 この規定に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、専門部会の

運営に関し必要な事項は部会長が別に定める。 

 

  附 則 

 この規則は、令和８年２月１３日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名 称 付託事項 委任事項 

総務企画委員会 1 総務企画に関すること。 

2 財務に関すること。 

3 広報活動に関すること。 

4 市民協働に関すること。 

5 観光及びおもてなしに関すること。 

6 他の専門委員会に属さない事項に関 

すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

競技式典委員会 1 競技の企画運営に関すること。 

2 式典に関すること。 

3 会場施設に関すること。 

4 その他競技全般に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

宿泊衛生委員会 1 宿泊に関すること。 

2 医事衛生に関すること。 

3 その他宿泊・医事衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

輸送警備委員会 1 輸送及び交通に関すること。 

2 消防及び警備に関すること。 

3 その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 
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第３号議案

委員会 機関・所属団体名

岡谷市議会　総務委員長

長野県高等学校体育連盟　卓球専門部

岡谷商工会議所

ＪＡ信州諏訪

岡谷市観光協会

岡谷市区長会

岡谷市企画政策部

岡谷市総務部

岡谷市教育部

長野県諏訪地域振興局

（公財）おかや文化振興事業団

岡谷市連合婦人会

岡谷市高齢者クラブ連合会

諏訪圏青年会議所

岡谷市ＰＴＡ連合会

岡谷市社会教育委員の会議

岡谷市スポーツ推進委員会

（公財）長野県障がい者スポーツ協会

岡谷東高等学校

岡谷市小中学校校長会

岡谷市議会事務局

長野県卓球連盟

長野県アイスホッケー連盟

長野県綱引連盟

長野県身体障害者卓球協会

岡谷卓球連盟

岡谷市アイスホッケー協会

岡谷市綱引連盟

岡谷市スポーツ少年団

（株）やまびこスケートの森

長野県高体連卓球専門部

岡谷市水道事業協同組合

岡谷建設事業協同組合

第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会

岡谷市実行委員会　専門委員会構成（案）

総務企画委員会

競技式典委員会
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委員会 機関・所属団体名

岡谷市議会　社会委員長

（一社）岡谷市医師会

岡谷市社会福祉協議会

岡谷市市民環境部

岡谷市健康福祉部

岡谷市産業振興部

岡谷市民病院

岡谷市教育部

長野県諏訪保健福祉事務所

(社福)長野県視覚障害者福祉協会

岡谷市看護専門学校

岡谷下諏訪歯科医師会

岡谷市薬剤師会

長野県看護協会　諏訪支部

岡谷市議会　産業建設委員長

岡谷警察署

諏訪地区タクシー事業協同組合

長野県バス協会（南信：伊那バス(株)）

岡谷市建設水道部

岡谷市建設水道部

長野県諏訪建設事務所

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所岡谷維持修繕出張所

岡谷建設労働組合

ＪＲ東日本岡谷駅

（株）やまびこスケートの森

諏訪広域消防岡谷消防署

岡谷市消防団

岡谷交通安全協会

令和８年２月１３日

※専門委員会の委員は、各所属機関・団体からの事務責任者をもって構成する。

宿泊衛生委員会

輸送警備委員会
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――――――――――  Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ  ――――—――――― 

 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


